
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２９０ 腰掛け、いす等部品及び付属品 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ２－１９０ 一 腰掛け、いす等部品及び付属品 

Ｄ２－１９１ 全 腰掛け用枠体及びいす用枠体 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－１１ 衣類つり下げ具 

Ｇ２－５１９ 乳母車用部品及び付属品 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

いす用枠体 いす用足載せ台 いす用アシストグリップ 

いす用ハンガー   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 部品については、腰掛け・いす等を構成するものであって、完成した物品としての形態特性の一部を表し

ている程度の単位のもの。それ以下の小さな単位のものについては、腰掛け・いす等に独特のものはここ

に分類するが、他物品の部品と形態上の差が小さくなっているもの（例えば、キャスター、脚端具のように

基本的形態が機能上定まるもので完成品の違いに基づく差異がほとんどないもの）はここに含めない。 

・ 付属品については、腰掛け・いす等に取り付け他の機能を有するもの。（例えば、脚先端のカバー具等は

いす脚用であっても他の機能がないのでＤ９－１５。） 

・この分類には下位の分類に該当しないものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

いすに取り付けるものでも吊り具はＤ６－１０。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1165612 登録 1165925 登録 1164020 登録 1165362 

登録 1148770


